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【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 位 置 の 検 知 お よ び 処 理 の た め の 手 段 （ １ １ ０ ） と 、
　 前 記 位 置 の 検 知 お よ び 処 理 の た め の 手 段 に 接 続 さ せ た 画 像 の 管 理 お よ び レ ン ダ リ ン グ の
た め の 手 段 （ １ ２ ０ ） と 、
　 前 記 位 置 の 検 知 お よ び 処 理 の た め の 手 段 に 、 並 び に 前 記 画 像 の 管 理 お よ び レ ン ダ リ ン グ
の た め の 手 段 に 接 続 さ せ た ユ ー ザ の イ ン タ フ ェ ー ス 接 続 の た め の 手 段 （ １ ３ ０ ） と 、
を 備 え る ビ ュ ー イ ン グ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 バ ー チ ャ ル ア イ テ ム の 少 な く と も １ つ の 領 域 を メ モ リ （ １ ２ ４ ） 内 に 入 れ る ス テ ッ プ と
、
　 デ ィ ス プ レ イ （ １ ２ ５ ） 上 で 前 記 バ ー チ ャ ル ア イ テ ム の 領 域 の 一 部 分 を ビ ュ ー す る ス テ
ッ プ と 、
　 前 記 領 域 の 別 の 一 部 分 を ビ ュ ー す る た め に 前 記 デ ィ ス プ レ イ を 移 動 す る ス テ ッ プ と 、
を 含 む デ ィ ス プ レ イ 上 で バ ー チ ャ ル ア イ テ ム を ビ ュ ー す る た め の 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 デ ィ ス プ レ イ （ １ ２ ５ ） を 取 り 付 け て 有 す る 制 御 部 （ ３ ０ ０ ） を 備 え
　 前 記 制 御 部 は 、 位 置 検 知 お よ び 処 理 コ ン ポ ー ネ ン ト （ １ １ ０ ） を 備 え て お り 、
　 前 記 取 り 付 け た デ ィ ス プ レ イ は 、 前 記 位 置 検 知 お よ び 処 理 コ ン ポ ー ネ ン ト と 接 続 さ せ た
画 像 管 理 お よ び レ ン ダ リ ン グ コ ン ポ ー ネ ン ト （ １ ２ ０ ） を 備 え て お り 、 か つ
　 前 記 取 り 付 け た デ ィ ス プ レ イ は 、 前 記 制 御 部 を 移 動 さ せ る こ と に よ っ て 前 記 取 り 付 け た
デ ィ ス プ レ イ 上 の 画 像 （ ２ ０ １ ） 内 の オ ブ ジ ェ ク ト の 周 り を 移 動 す る こ と が 可 能 で あ る 、
ビ ュ ー イ ン グ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 位 置 セ ン サ （ ９ ０ ２ ） と 、
　 前 記 位 置 セ ン サ に 取 り 付 け た デ ィ ス プ レ イ （ ９ ０ ３ ） と 、
　 前 記 位 置 セ ン サ に 接 続 さ せ た 視 覚 的 セ ン サ （ ９ ０ ４ ） と 、 を 備 え 、
　 前 記 視 覚 的 セ ン サ は オ ペ レ ー タ （ ９ ０ ５ ） に 関 す る フ ィ ー チ ャ （ ９ ０ ６ ） を 検 知 す る こ



と が 可 能 で あ り 、
　 前 記 フ ィ ー チ ャ は 前 記 視 覚 的 セ ン サ に よ っ て 識 別 さ せ る ア ン カ ー で あ り 、
　 前 記 位 置 セ ン サ は 前 記 視 覚 的 セ ン サ に よ っ て 識 別 さ れ る 前 記 ア ン カ ー の 位 置 に 従 っ て 前
記 オ ペ レ ー タ の 位 置 を 決 定 し 、 か つ
　 前 記 ア ン カ ー の 前 記 位 置 は 、 作 用 対 象 の ど の 部 分 が 前 記 デ ィ ス プ レ イ 上 に あ る べ き か を
指 示 す る 、
ビ ュ ー イ ン グ シ ス テ ム 。
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